
◎過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律 
（平成二九年三月三一日法律第一一号）（衆）   

一、 提案理由（平成二九年三月一六日・衆議院本会議） 

○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御

説明申し上げます。 

 まず、本案の提案の趣旨につきまして御説明申し上げます。 

 過疎対策につきましては、昭和四十五年以来、これまで四度の立法が行われており、

現行法に関しましては、住民生活にかかわるさまざまな課題に直面する過疎地域の現状

に鑑み、所要の措置を講ずるため、超党派の議員立法として三度にわたる改正が行われ

ております。 

 今般、平成二十七年の国勢調査の結果が公表されたことを契機として、過疎対策の実

施状況を踏まえつつ、現行法の見直しに向け、会派間で協議が進められ、その結論とし

て本案を提出した次第であります。 

 次に、本案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、現行法による過疎地域に加え、人口及び財政力に関する一定の要件を満たす

地域を過疎地域として追加することとしております。 

 第二に、過疎対策事業債の対象施設として、市町村立の中等教育学校、特別支援学校、

専修学校及び各種学校を追加するとともに、現在政令で規定されている市町村立の幼稚

園を法律に規定することとしております。 

 第三に、減価償却の特例及び地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置の対象業

種について、情報通信技術利用事業を廃止し、新たに農林水産物等販売業を追加するこ

ととしております。 

 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 

 本案は、去る十四日、総務委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致

をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、 参議院総務委員長報告（平成二九年三月三一日） 

○横山信一君 ただいま議題となりました両案件につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案は、同法律の実施の状況

に鑑み、過疎地域の要件を追加するほか、過疎地域自立促進のための地方債の対象経費

として市町村立の専修学校等の整備に要する経費を追加するとともに、減価償却の特例

及び地方税の課税免除等に伴う措置の対象業種について情報通信技術利用事業を廃止し 

、農林水産物等販売業を追加しようとするものであります。 

 委員会におきましては、衆議院総務委員長竹内譲君から趣旨説明を聴取した後、今後

の過疎対策と過疎法の在り方、過疎地域の役場の役割や住民の取組に対する認識等につ



いて質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


